
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３仙第５３号 

事故等種類 運航不能（燃料不足） 

発生日時 平成２５年８月１３日（火） １７時２４分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港塩釜第３区 

 宮城県七ヶ浜町所在の地蔵島灯台から真方位１１２°３,５００ｍ

付近 

 （概位 北緯３８°１８.７′ 東経１４１°０６.５′） 

事故等調査の経過 平成２５年８月１４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（仙台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーモーターボート TECHNICAL
テ ク ニ カ ル

 CRUISE
ク ル ー ズ

、５トン未満 

 ２１０－４３１４８宮城、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、宮城県石巻市

網地
あ じ

島南方沖を出発し、七ヶ浜町代ヶ崎浜船だまりに向けて仙台塩釜

港塩釜第３区を航行中、速力が低下し、平成２５年８月１３日１７時

２４分ごろ主機が停止して運航不能となった。 

船長は、主機が始動できなかったので、各部の点検を行ったとこ

ろ、燃料油タンクが空になっていることが分かり、１１８番通報を行

い、本船は、来援した作業艇にえい
．．

航され、１８時５２分ごろ代ヶ崎

浜船だまりに着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 本船は、船体中央に操舵席がある船外機船であった。 

本船は、操舵席の計器盤に燃料計がなかった。 

船長は、網地島南方沖を出発する前、燃料油タンクを確認したとこ

ろ、残量がほとんどなく、燃料油を約２０ℓ給油したが、その後、主

機が停止するまで、燃料油量の確認を行っていなかった。 

船長は、本インシデント発生海域の航行経験が年に数十回あり、時

間当たりの燃料消費量を把握しており、本船は、ふだん、燃料油が約

２０ℓあれば、網地島南方沖から代ヶ崎浜船だまりへ帰航することが

できていたので、本インシデント時は、船体に受ける抵抗が影響して

燃料不足になったのではないかと思った。 

本船は予備の燃料油を携行していなかった。 



 

本船の燃料油タンクの最大搭載量は、約１００ℓであった。 

本船は、船底に貝が付着して船体抵抗が増大していた。 

船長及び同乗者は、本インシデント当時、救命胴衣を着用してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、仙台塩釜港塩釜第３区を代ヶ崎浜船だまりに向けて航行

中、燃料不足となったことから、主機が停止して運航不能になったも

のと考えられる。 

 船長は、ふだん給油する燃料油量で十分に間に合うものと思い、予

備の燃料油を携行していなかったことから、本船が燃料不足となった

ものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、仙台塩釜港塩釜第３区を代ヶ崎浜船だ

まりに向けて航行中、燃料不足となったため、主機が停止したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船底に貝等が付着すれば、燃料消費が増加するので、燃料油は、

余裕を持って携行すること。 

 


